
１．募集の背景  飯舘村は、阿武隈山系の豊かな自然に囲まれた美しい村です。
 東日本大震災および原発事故により全村避難を経験しましたが、現在は
「美(うる)わしく、清(きよ)らかな村、いいたて」の精神を胸に、復興と
新たな村づくりを進めています。
 この度、長年懸案であった飯舘村史の編纂に向け、その準備作業及び追補
的な資料収集・整理を担う地域おこし協力隊を募集します。本募集は、飯
舘村史編纂の準備段階として、追補的な資料収集・整理を主なミッション
とします。
 村の歴史を掘り起こし、未来へと繋ぐ貴重な役割を担っていただける意欲
ある方のご応募をお待ちしております。

２．募集人数 　２名

令和８年度 飯舘村地域おこし協力隊募集要項（ミッション型：村史編纂担当）

　飯舘村生涯学習課の職員と連携し、以下の活動に従事していただきま
す。
　本活動は、ミッション型の委託契約に基づき、成果品の提出をいただき
ます。

1.  村史編纂のための資料収集・整理　:
①村史編纂に向けた基礎資料（古文書、行政文書、写真、絵図、地図、新
聞記事、証言記録など）の収集、整理、分類。
②関係機関（国立公文書館、大学、博物館、図書館など）との連携による
資料調査。
③収集した資料のデジタルデータ化、データベース管理、及び成果品とし
ての資料提出。

2. 聞き取り調査　:
①村史編纂に必要な情報を得るため、村民や関係者への聞き取り調査の企
画・実施。
②聞き取り内容の記録、整理、分析、及び成果品としての調査報告書作
成。

3. 地域連携・普及啓発　:
①村史編纂への村民参加を促すため、地域住民との交流やイベントへの参
加。
②村広報やSNSなどを活用した村史編纂の進捗状況の発信、地域住民向けの
歴史展示会の企画運営を通じた村史編纂への住民参画促進。

4.  その他　:
①上記の活動に付随する業務及び、生涯学習課が指示する業務。
②村史編纂の年次計画に基づき、各段階で求められる成果品（資料収集リ
スト、史料整理レポート、聞き取り調査報告書、先行研究まとめ等）の作
成と提出。

３．活動内容



５．雇用形態 飯舘村長が地域おこし協力隊として委嘱し、個人事業主として飯舘村が委
託契約を締結します。
本契約はミッション型の委託契約であり、詳細な仕様書に基づく活動記録
によって報酬が支払われます。なお、年度末には成果品としての資料提出
が必要となります。

６．活動期間 契約は年度毎に更新となり、最長 3 年間の任期となります。

７．報酬等 1.年間報酬　：　令和８年度要項改定に伴い、3,500,000円を上限とし、村
の会計年度任用職員の規定に準じて支払われます。報酬には、所得税・健
康保険・年金等に係る本人負担分は含まれておりません。

2. 活動経費　：　年間最大　2,000,000円を上限に、村が指定する範囲内
で予算措置します。
①業務に必要な消耗品費、旅費（交通費、宿泊費）、通信費、研修費、視
察費など。
②10万円以上のPC等の備品購入費用は対象外となります。
③その他、活動に対して過剰な性能の高額機材購入費等は対象外となる場
合があります。

８．勤務場所・勤
務時間等

1. 勤務場所　：　 飯舘村役場 生涯学習課内を基本としますが、活動内容
に応じて村内外での活動となります。

2.  活動時間　：　原則として、月20日程度の活動日を想定しています
が、活動内容に応じて変動します。なお、土日祝日のイベント等に出席す
る場合があります。

４．募集対象 以下の全てを満たす方とします。

1. 3大都市圏をはじめとする都市地域等に居住し、活動開始日までに飯舘
村に住民票を異動し、生活の拠点を移せる方。または、過疎地域等の条件
不利益地域以外の近隣市町にお住まいの方で、活動開始日までに飯舘村へ
の住民票の異動ができる方。

2.  心身ともに健康で、誠実に活動に取り組める方。

3.  地域活動に積極的に参加できる方。

4.  普通自動車運転免許を所持し、日常的に運転できる方。

5.  基本的なパソコンスキル（Word、Excel、PowerPoint、Eメール等）を
有し、SNS等での情報発信に抵抗のない方。

6.  地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しない方。

7.  協調性があり、村職員や地域住民と円滑なコミュニケーションが図れ
る方。

8.  歴史学、民俗学、地域研究等、村史編纂に関連する分野への関心と基
礎知識を有する方、または学ぶ意欲のある方。大学等での専門的な学習経
験があれば尚可。

9.  大学等、歴史研究機関との連携を積極的に行える方。



９．応募手続き 1. 提出書類　：
①飯舘村地域おこし協力隊応募用紙（飯舘村ホームページよりダウンロー
ド）
②履歴書（市販の様式可、写真貼付）
③住民票の写し（提出日から3ヶ月以内に発行されたもの）
④普通自動車運転免許証の写し（表裏）
⑤村史編纂業務への抱負や具体的な活動計画をまとめた書類（A4用紙2枚程
度、書式自由）
(記載内容：応募動機、飯舘村で挑戦したいこと、村史編纂業務にどのよう
に貢献したいか、協力隊終了後の展望など）

2.応募期間 ： 令和８年６月１０日（水）から令和９年３月１日（月）ま
で、郵送または持参により提出してください。（郵送の場合は当日消印有
効）

3. 提出先　：  〒960-1892 福島県相馬郡飯舘村草野字大師堂17 番地
　　　　　　  飯舘村教育委員会 生涯学習課 地域おこし協力隊担当 宛

１０．審査方法 1.[第一次選考] 書類選考
①提出された応募書類に基づいて選考を行い、結果は応募者全員に文書で
通知します。
②選考結果は、応募後概ね10日以内に発送します。

2. [第二次選考] 面接審査
①第一次選考合格者を対象に面接審査を行います。
②第二次選考は、応募者が提案する村史編纂業務に関するプロポーザルに
基づいた面接審査を行います。
③日時、場所は第一次選考合格者に別途通知します。
④面接時の交通費は支給されません。
⑤選考結果は、面接実施後概ね10日以内に文書で通知します。

１１．その他 1.協力隊として相応しくないと判断した場合は、活動期間中であっても委
託契約を解除する場合があります。

2.飯舘村のホームページを参考に、村の状況等をご確認ください。

１２．問い合わせ
先

〒960-1801 福島県相馬郡飯舘村草野字大師堂17 番地
飯舘村教育委員会　生涯学習課　生涯学習係
地域おこし協力隊採用担当
TEL 0244-42-0072
FAX 0244-42-0860
E-mail kouminkan@vill.iitate.fukushima.jp

飯舘村は、あなたの「情熱」を求めています。


